
公園・広場での撮影にかかる手続きの流れ 

 

                        

事前相談 
・下記問い合わせへ直接ご来課またはお電話の上、事前相談を行ってください。 

（許可可能な使用内容であるか等の確認を行います。） 

（申請書等の書類の記入方法、および手続きについてご説明します。） 

 

 

 

 

公園使用許可申請書の

提出 

 

納入通知書の発行 

(納付のお知らせ) 

公園使用料の納入 

使用料の入金確認 

公園使用許可書発行 

・以下の申請書類を堺市に使用日の２週間前までに提出してください。 

【電子申請の場合は(1)の添付不要】 

(1)公園使用許可申請書（様式第1号）） 

(2)企画書（自由様式）記載内容参考ひな形はこちら 

(3)位置図（公園の使用範囲を〇付けしてください。） 

・堺市から公園使用料の納入通知書を発行します。 

 ただし、電子申請によるクレジットカード払いの場合は電子申請システムから支

払いの連絡があります。 

 

・公園使用料を納入してください。 

 

・納入通知書で支払いの場合、金融機関で納入を済ませると、領収証書が返還

されます。その領収証書を公園監理課へお持ちください。 

・クレジットカード払いの場合、公園監理課に入金確認メールが届きます。 

 

・堺市から公園使用許可書を発行し、お渡しします。 

（入金後の発行となります。） 

・来庁できない場合は、事前に公園監理課への返信用封筒の送付が必要です。 

問合わせ先：堺市 公園監理課 管理係 

〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3番 1号 

TEL：072-228-7824 

Fax：072-228-1336 

来庁可否 支払方法 申請方法 受領に関する注意事項

納付書 電子申請も可能

クレジット 電子申請

納付書 電子申請も可能 納付書送付用・許可書送付用の返信用封筒の事前送付が必要

クレジット 電子申請 許可書送付用の返信用封筒の事前送付が必要

来庁可能

来庁不可


